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戸別所得補償制度に関する地方窓口の設置について

戸別所得補償制度モデル対策を円滑に実施するため、各地方農

政局等において、本制度に関する情報提供、意見等の把握を行う

相談窓口を設置した。

戸別所得補償制度に関する各地方農政局等の相談窓口

担当窓口 連絡先

本 省 大臣官房戸別所得補償制度推進チーム 03－6744－1850

北 海 道 北海道農政事務所 011－642－5469
戸別所得補償制度推進チーム事務局

東 北 東北農政局企画調整室 022－263－0564
（ ）青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関 東 関東農政局生産経営流通部農産課 048－740－0409
（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・

東京・神奈川・山梨・長野・静岡）

北 陸 北陸農政局生産経営流通部農産課 076－232－4302
（新潟・富山・石川・福井）

東 海 東海農政局生産経営流通部農産課 052－223－4622
（岐阜・愛知・三重）

近 畿 近畿農政局生産経営流通部農産課 075－414－9020
（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・

和歌山）

中国四国 中国四国農政局 ㈹086-224-4511

戸別所得補償制度推進準備室 （内2801、2803）（鳥取・島根・岡山・広島・山口・

（時間外直通）徳島・香川・愛媛・高知）

086－230－4256

九 州 九州農政局生産経営流通部農産課 096－353－7379
（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・

宮崎・鹿児島）

沖 縄 沖縄総合事務局農林水産部農畜産振興課 098－866－1653

（注）各地方農政事務所においても同様の窓口を設置している。



戸別所得補償制度に関する窓口体制

（参考）

本省（大臣官房戸別所得補償制度推進チーム）

・ 制度設計
・ 全体的な推進方策の検討

（Ｑ＆Ａ等説明・推進資料作成等）

＜地方農政局例＞

＜主な役割＞

等

局長 ＜主な役割＞
・ 本省との連絡調整
・ 地方農政局、地方農政事務所段階に

おける推進体制の整備
・ 制度に関する都道府県等への情報提
供、意見等の把握

等

局長

【事務局体制】
生産経営流通部次長

〃 農産課長（窓口担当）
食糧部計画課長食糧部計画課長
等

※事務局は局の実情に応じて構成

＜地方農政事務所例＞

＜主な役割＞
・ 地方農政局との連絡調整
・ 制度に関する都道府県、市町村、農

業団体等への情報提供 意見等の把握

所長

【事務局体制】 業団体等への情報提供、意見等の把握
等

※担当窓口は事務所の実情に応じて構成

【事務局体制】
農政推進課長
食糧部計画課長（窓口担当）
等




